
県民のみなさんとの共同作業による島根県づくりを 

～明日の見える前向きな改革をめざして～ 

 

 島根県職員労働組合  

執行委員長 保村聖二 

 
１ 島根県職員労働組合（県職労）とは 

  ①構成人員 

   ・約 4,300 人（一般行政部門＋公営企業部門） 
 
  ②目的 

   ・「健康で安心してやりがいをもって働くことのできる職場づくり」と「働く

者の声を社会に反映させ、豊かで平和な社会づくり」の２本柱。 
   ・「地域で生活する県民」「公共サービスに携わる職業人（専門家）」「労働者」

の３つの視点を持ち、様々な取り組みを行ってきた。 

 
 
２ 財政健全化に向けた県職労のこれまでの取り組み 

  ①基本的立場 

   ・県民サービスを大きく切り下げ、私たちの生活設計を大きく変えるような財

政破綻は避けなければならない。 

・県民のみなさんとともに県の現状を考える。 

・島根県を元気にしよう。 

  ②具体的な取り組み 

   ・組合内にどうする財政問題研究会の設置、組合員対象の勉強会。 

・新聞折込、地域でのビラ配布。 

 

 

３ これまでの改革について 

  ①地域経済に与える影響は 

   ・個人消費活動が弱り、地域経済に少なからず影響を与えている。（連合島根） 

   ・地方における消費低迷の背景として地方公務員の給与削減が相応の影響を与

えている可能性も否定できない。（みずほ総合研究所） 

 

  ②私たちから見て 

   ・事業の削減は行われた。しかし削減の説明理由が不十分で、削減の結果だけ

が第一線の現場職員に伝えられ、現場の職員が困っている＝県民のみなさん

が困る。 

   ・予算（事業）縮小＝賃金カットがいつまでも続く。職業人（専門家）として、



労働者として縮み思考になりつつある。地域社会でも職員としてうしろめた

い気持ちという声を聞く。 

     
４ 財政健全化に向けて 

  ①同じ事は繰り返さないためにも、まずは、この間の財政運営の総括を。県民の

みなさんに対して「厳しい」だけでなくなぜそうなったのかを明確に。 

   ・積極的な公共投資を行った際に、財政面からの視点はあったのか？ 

   ・仕組み（数字による何らかの制限、財政運営の責任の明確化）を考えるとき。 

・公共投資が公債費の増高を招き、他の事業費を圧迫するというサイクルから

の脱却を考える必要があるのでは？ 

・公債費が一般財源を圧迫する原因となっているのであれば、その公債費の償

還を圧縮する方法はないのか？ 

・直轄事業負担金を減らすことができないのか？ 

・地方交付税の急激かつ大幅な（予測し得ない）削減が原因であるならば、今

後はそうさせないための継続的な運動が必要。 

・地域活性化、税収増に向けた考えを作り出すとき。 

 

②「数字」の議論（止める）だけでなく、「人」を中心にした議論（伸ばす）へ。 

 ・「財政再建団体に転落する」ということが、事業を止める理由付けになって

いる。これまでの、新しい事業を起こすことから、どの事業をどこまで削る

のかに精力を使っている。（＝閉塞感） 

 ・量（数字）だけでなく、質（事業の優先順位）の議論も必要。県職労として

はこの間、生活密着型の「雇用・福祉・医療・教育・環境」を中心とする施

策を行うよう求めてきた。 

・約 3,000 ある事業を今後どのようにしていくのか？新しい基準作りを県民の

みなさんとともに行い、それに基づく事業の優先順位づけが必要。 

 

③明日の見える前向きな改革を 

・出口の見えない状況が続くのは、誰でも苦しい。 

 ・県民のみなさんと職員をともに沈める改革であってはいけない。 

・今だけでなく、人づくり、島根に帰って来たいと思うような将来に繋がる改

革を。わたしたち現場第一線の組合員は，県民のみなさんととともに具体的

に考え、行動して行かなければならない。自ら工夫し、がんばっている組合

員は多数いる。 

・これまでの「組織と人と予算を削り続ける財政改革の視点だけの改革」では

なく、「島根県をこうしたい。そのためには、こんな事業を行って行く。」な

ど前向きで明日の島根を作り出して行くための議論をお願いする。 

 

 



　島根県

部門別職員数（平成19年４月１日現在）
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････ 1000人削減対象

職員構成

　県の職員は、一般的な行政を行う部門の職員3,717人のほか、市町村立小中学校、県立高等学校等の教育部門の職員

8,026人、警察官等の警察部門の職員1,778人、県立病院等の公営企業部門の職員962人がいます。

　このうち教員、警察官は定員が法令等の基準で定められていますが、その他の職員は事務事業の量などを勘案して、

県が任意で定員を定めています。

　本県では平成14年度に一般行政部門の職員を中心に500人定員削減計画を策定し、15年度から定員削減に取り組みま

した。17年度には年度別、手法別、部門別、目的別の具体的削減人数を明示した1000人削減計画に切り替え、24年度に

向けて取り組んでいます。
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　島根県

これまでの財政改革の取組

■財政健全化指針(平成14年12月策定)

　○計画期間　Ｈ15～Ｈ17

　○構造的収支不足額　150億円程度

　　　　　　　　　　　→ Ｈ16当初予算改善額 67億円

【目標】

　・起債制限比率　今後10年間18％台以下

　・基金残高10年後に概ね500億円以上

【取組の概要】

　・職員の定員削減　Ｈ15から10年間で１割(500人)削減

　　　　　　　　　　　※一般行政部門

　・給料カット　　　Ｈ15から３％～５％カット

　・公共事業の削減　Ｈ14対比Ｈ16▲30％

※計画期間中に｢地財ショック｣(平成16年度に影響）

があったため、｢中期財政改革基本方針｣に基づく

改革へ移行

■中期財政改革基本方針(平成16年10月策定)

　○計画期間　Ｈ16～Ｈ18

　○構造的収支不足額　450億円程度

　　　

【目標】

　・構造的収支不足額を300億円程度圧縮

　・起債制限比率が20％に達しないよう地方債発行を抑制

　・概ね10年後における収支均衡体質への転換を視野

【取組の概要】

　①行政の効率化・スリム化［100億円程度の収支改善］

　　・給与の更なるカット、1000人削減計画　

　　・地方機関・試験研究機関の統廃合

　　・外郭団体の見直し　など

　②事務事業の見直し・削減［200億円程度の収支改善］

　　・一般行政経費▲50％、経常経費▲10％

　　・補助・単独公共はＨ20までにＨ16比で半減すること

を目途に、Ｈ18までに▲30％

　　・一般施策経費及び補助・単独公共事業の削減につい

　　　て、施策の優先順位付け(A･B･Cグループ)により傾斜

　　　削減　など

　③財源の確保［10億円程度］

　　・産業廃棄物減量税・水と緑の森づくり税の導入、

　　　核燃料税の更新　など
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